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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　埋込形配線器具用の取付枠を用いて、施工面に開口する埋込孔に後部が収納された状態
で前記施工面に取り付けられる器体を備え、
　前記器体において前記埋込孔内に収納される部位に、前記施工面の裏側に配線された第
１信号線に成端されている第１モジュラプラグが差込接続される第１接続口が設けられ、
　前記器体の前面には、第２信号線に成端された第２モジュラプラグが差込接続される第
２接続口が設けられ、
　前記器体の内部には、前記第１接続口に差込接続された前記第１モジュラプラグと前記
第２接続口に差込接続された前記第２モジュラプラグの間を電気的に接続する導電部材が
設けられ、
　前記第１接続口は、前記器体において左右方向の中央位置から端にずらして設けられ、
　前記第１接続口と前記第２接続口とが、前後方向から見て互いに重ならないように左右
方向にずらして配置されたことを特徴とするモジュラジャックコンセント。
【請求項２】
　前記施工面に前記取付枠を介して前記器体が取り付けられた状態で、前記第１接続口は
、後斜め下方から前記第１モジュラプラグが差込接続される向きに設けられたことを特徴
とする請求項１記載のモジュラジャックコンセント。
【請求項３】
　前記施工面に前記取付枠を介して前記器体が取り付けられた状態で、前記第１接続口へ
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のプラグ接続方向の水平方向に対する傾斜角が２５度以上且つ４０度以下であることを特
徴とする請求項１又は２に記載のモジュラジャックコンセント。
【請求項４】
　前記器体において前記埋込孔内に収納される部位に、前記第１接続口に接続される前記
第１信号線の外被を引っ掛ける引掛部が設けられたことを特徴とする請求項１乃至３の何
れか１つに記載のモジュラジャックコンセント。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、モジュラプラグが着脱自在に接続されるモジュラジャックコンセントに関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、埋込形配線器具用に規格化された取付枠を用いて後部を造営面に埋め込んだ状態
で設置され、電気信号を伝送する信号線を中継するために用いられるモジュラジャックコ
ンセントが提供されている（例えば特許文献１参照）。
【０００３】
　上記特許文献１に開示されたモジュラジャックコンセントは、信号線に結線されたモジ
ュラプラグが着脱自在に接続される接続口を前面に備えている。またモジュラジャックコ
ンセントは、造営面に埋め込まれた埋込ボックス内に収納される後部に、造営面の裏側に
配線された多芯の信号線の心線がそれぞれ圧接接続される圧接型のコンタクトが複数配置
されている。したがって、このモジュラジャックコンセントに造営面の裏側に配線されて
いる多芯の信号線を接続する際には、現場で信号線を適当な長さ切断して、この信号線の
各芯線を対応するコンタクトにそれぞれ接続する作業が必要になる。
【０００４】
　近年、一部の住宅会社では、建築現場での電気工事を出来るだけ少なくしたいという要
望があり、モジュラプラグが予め成端されている信号線の採用が増加してきている。ここ
で、造営面の裏側に配線される先行配線に、モジュラジャックが予め成端された信号線を
採用する場合、埋込ボックス内で先行配線が接続される接続部をモジュラジャックで構成
したモジュラジャックコンセントが採用されている（例えば、特許文献２参照）。図９は
上記のモジュラジャックコンセントの外観斜視図であり、器体６０の前面側にプラグの接
続口６１が設けられるとともに、埋込ボックス内に収納される器体６０の後部にも、信号
線に成端されたモジュラプラグが接続される接続口６２が設けられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－４８８９７号公報
【特許文献２】特開２００４－１７１８８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、一般家庭において従来はパーソナルコンピュータやルータなどの通信機器し
かＬＡＮに接続されていなかったのが、ネットワーク通信機能を備えたテレビなどのＡＶ
機器の普及が進み、今後はＬＡＮに接続される機器の台数が増加すると見込まれている。
そのため、各部屋に設置されるモジュラジャックコンセントの個数も増加することが予想
される。
【０００７】
　上記特許文献２に開示されたモジュラジャックコンセントでは、埋込ボックスに収納さ
れる部位に設けられた接続口６２が上側に開口し、この接続口６２に対して後斜め上方か
らモジュラプラグが差込接続されるようになっている。また、この接続口６２は器体６０
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の左右方向略中央に位置している。このモジュラジャックコンセントを造営面に取り付け
る際に用いる１連の取付枠には、単位寸法の埋込形配線器具が最大３個まで取付可能であ
り、長手方向の両端部に設けた挿通孔に通した固定ネジにより埋込ボックスにネジ固定さ
れている。この取付枠が長手方向を上下方向として埋込ボックスに取り付けられる場合に
、取付枠の上側にある取付位置に上記のモジュラジャックコンセントが取り付けられた場
合、取付枠を固定する固定ネジにプラグが干渉するため、接続口６２にプラグを接続する
ことができなかった。そのため、取付枠に対してモジュラジャックコンセントを３個取り
付けることができず、１連の取付枠に取付可能な個数が少なくなってしまうという問題が
あった。
【０００８】
　本発明は上記課題に鑑みて為されたものであり、その目的とするところは、造営面の裏
側においてモジュラプラグが成端された信号線を接続可能で、且つ、取付枠に取付可能な
個数を増やしたモジュラジャックコンセントを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、本発明のモジュラジャックコンセントは、埋込形配線器具
用の取付枠を用いて、施工面に開口する埋込孔に後部が収納された状態で施工面に取り付
けられる器体を備えている。この器体において埋込孔内に収納される部位には、施工面の
裏側に配線された第１信号線に成端されている第１モジュラプラグが差込接続される第１
接続口が設けられている。器体の前面には、第２信号線に成端された第２モジュラプラグ
が差込接続される第２接続口が設けられている。器体の内部には、第１接続口に差込接続
された第１モジュラプラグと第２接続口に差込接続された第２モジュラプラグの間を電気
的に接続する導電部材が設けられている。第１接続口は、器体において左右方向の中央位
置から端にずらして設けられ、第１接続口と第２接続口とが、前後方向から見て互いに重
ならないように左右方向にずらして配置されたことを特徴とする。
【００１１】
　このモジュラジャックコンセントにおいて、施工面に取付枠を介して器体が取り付けら
れた状態で、第１接続口は、後斜め下方からモジュラプラグが差込接続される向きに設け
られることも好ましい。
【００１３】
　このモジュラジャックコンセントにおいて、施工面に取付枠を介して器体が取り付けら
れた状態で、第１接続口へのプラグ接続方向の水平方向に対する傾斜角が２５度以上且つ
４０度以下であることも好ましい。
【００１４】
　このモジュラジャックコンセントにおいて、器体において埋込孔内に収納される部位に
、第１接続口に接続される第１信号線の外被を引っ掛ける引掛部が設けられることも好ま
しい。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、造営面の裏側においてモジュラプラグが成端された信号線を接続可能
で、且つ、取付枠に取付可能な個数を増やしたモジュラジャックコンセントを提供できる
。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本実施形態のモジュラジャックコンセントを示し、（ａ）は正面図、（ｂ）は右
側面図、（ｃ）は背面図、（ｄ）は下面図である。
【図２】（ａ）は同上を前方から見た外観斜視図、（ｂ）は同上を後方から見た外観斜視
図である。
【図３】同上にモジュラプラグが接続された状態を示し、（ａ）は側面図、（ｂ）は一部
破断せる側面図である。
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【図４】同上にモジュラプラグが接続された状態を後方から見た外観斜視図である。
【図５】同上を構成するプリント配線板を模式的に示した斜視図である。
【図６】同上を施工面に取り付ける前の状態を示した斜視図である。
【図７】同上を取付枠に取り付けた状態の背面図である。
【図８】同上の他の形態を後方から見た外観斜視図である。
【図９】従来のモジュラジャックコンセントの外観斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本実施形態のモジュラジャックコンセントについて図１～図８を参照して説明する。尚
、以下の説明では特に断りがないかぎり、図１（ａ）に示す向きにおいて上下左右の方向
を規定し（施工面に取り付けられた状態での上下左右と同じ）、図１（ｂ）の左側を前側
、右側を後側として説明を行う。
【００１８】
　本実施形態のモジュラジャックコンセント１は、後述する埋込形配線器具用の取付枠３
０（例えばＪＩＳ　Ｃ　８３７５で規格化された大角形連用配線器具の取付枠）を用いて
施工面（例えば壁面）に設置される。
【００１９】
　このモジュラジャックコンセント１の器体２は合成樹脂成形品からなり、例えば前後方
向において２つの部品に分割されており、これら２つの部品を結合することによって構成
されている。
【００２０】
　器体２の前面は略矩形状に形成されている。器体２の前面には直方体状のボス部３が一
体に設けられ、ボス部３は左右両側の段部４，４よりも前方に突出している。各段部４の
側縁には、側方に向かって突出する一対の突起５がそれぞれ設けられている。また各段部
４には、側方に開口する溝穴６がそれぞれ形成されている。ここにおいて、突起５は合成
樹脂製の取付枠３０に器体２を取り付けるために用いられ、溝穴６は金属製の取付枠（図
示せず）に器体２を取り付けるために用いられる。
【００２１】
　器体２の後部下側には傾斜面７が設けられ、この傾斜面７の右側寄りに、造営面の裏側
に先行配線された第１信号線２０（例えば４対８芯のツイストペア線からなる）に成端さ
れたモジュラプラグ２１（第１モジュラプラグ）が差込接続される接続口８が開口してい
る。この接続口８の内部には、モジュラプラグ２１のコンタクピンにそれぞれ弾接する複
数極（例えば８極）の第１コンタクトピン９が配置されている。ここで、モジュラジャッ
クコンセント１が取付枠３０を用いて施工面に取り付けられた状態で、接続口８は、後斜
め下方からモジュラプラグ２１が差込接続される向きに設けられている。そして、接続口
８へのモジュラプラグ２１の接続方向Ｌ２の水平方向Ｌ１に対する傾斜角θは２５度以上
且つ４０度以下となっている（図３参照）。
【００２２】
　ボス部３の前面略中央には、室内側の第２信号線２２（例えば４対８芯のツイストペア
線からなる）に成端されたモジュラプラグ２３（第２モジュラプラグ）が差込接続される
接続口１０が開口する。この接続口１０の内部にも、モジュラプラグ２３のコンタクトピ
ンにそれぞれ弾接する複数極（例えば８極）の第２コンタクトピン１１が配置されている
。尚、図１では図示を省略してあるが、器体２には、接続口１０を開閉自在に覆う扉が設
けられている。このような扉には、例えば特開２０００－４８８９７号公報に開示されて
いる従来周知の構成を採用すればよく、その説明は省略する。
【００２３】
　器体２の内部には、各８極の第１コンタクトピン９と第２コンタクトピン１１とがそれ
ぞれ実装されたプリント配線板１２が収納されている（図３（ｂ）及び図５参照）。この
プリント配線板１２は、器体２の内部において接続口８，１０の上側に配置されている。
プリント配線板１２の下側面には、接続口８に対応する部位に第１コンタクトピン９が実
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装され、接続口１０に対応する部位に８極の第２コンタクトピン１１が実装されている。
尚、接続口８に接続されたモジュラプラグ２１のコンタクトピンと、接続口１０に接続さ
れたモジュラプラグ２３のコンタクトピンとは高さ位置が異なっているため、プリント配
線板１２には高さの違いを吸収するために台座１３，１４が設けられている。そして、一
方の台座１３に第１コンタクトピン９が実装され、他方の台座１４に第２コンタクトピン
１１が実装されている。また、上述のように接続口１０へのモジュラプラグ２３の接続方
向に対して、接続口８へのモジュラプラグ２１の接続方向は角度θだけ傾斜している。し
たがって、第１コンタクトピン９が実装される台座１３の表面は、第２コンタクトピン１
１が実装される台座１４の表面に対して角度θだけ傾斜している。このプリント配線板１
２には、８極の第１コンタクトピン９の各々を対応する第２コンタクトピン１１に電気的
に接続する導電パターンが形成されている。ここにおいて、プリント配線板１２に形成さ
れた導電パターンと第１、第２コンタクトピン９，１１とで、第１接続口８に接続された
モジュラプラグ２１と第２接続口１０に接続されたモジュラプラグ２３との間を電気的に
接続する導電部材が構成されている。
【００２４】
　本実施形態のモジュラジャックコンセント１は、図６に示すように、施工面（例えば壁
面）に設けた埋込孔に埋め込まれたスイッチボックス５０に取付枠３０を介して取り付け
られる。図示する取付枠３０は、埋込形配線器具である大角型連用配線器具を施工面に取
り付ける場合に用いられる３個用（１連タイプ）のものである。この取付枠３０は合成樹
脂製であって、左右の側辺３２ａ，３２ｂと、両側辺３２ａ，３２ｂの上端間を連結する
上側辺３５ａと、両側辺３２ａ，３２ｂの下端間を連結する下側辺３５ｂとで矩形枠状に
形成されている。左右の両側辺３２ａ，３２ｂには、器体２の両側縁に２個ずつ突設され
た突起５と係合する２個で１組の係合孔３３が３組ずつ設けられ、一方の側辺３２ａには
他方の側辺３２ｂとの間の距離を変えるように撓むことのできる撓み片３４が形成されて
いる。
【００２５】
　この取付枠３０にモジュラジャックコンセント１を取り付ける際は、取付枠３０の後方
から、一方（左側）の側辺３２ｂの係合孔３３に、器体２の片側（左側）にある突起５を
挿入する。片側の突起５が側辺３２ｂの係合孔３３に挿入された状態で、器体２の反対側
（右側）を前方へ押すと、器体２の反対側にある突起５に押されて撓み片３４が撓むこと
によって、器体２の反対側にある突起５が他方（右側）の側辺３２ａの係合孔３３に係合
する。これにより、器体２の両側に２個ずつ設けられた突起５がそれぞれ側辺３２ａ，３
２ｂの各一対の係合孔３３に係合して、モジュラジャックコンセント１の器体２が取付枠
３０に取り付けられる。この取り付け状態においては、側辺３２ａ，３２ｂと上側辺３５
ａと下側片３５ｂとで囲まれた開口３１から器体２のボス部３が前方に突出している。
【００２６】
　一方、モジュラジャックコンセント１を取付枠３０から取り外す際は、撓み片３４と側
辺３２ａとの間に前方から挿入した工具で撓み片３４をこじて、撓み片３４を撓ませると
、係合孔３３と突起５との係合状態が外れるので、器体２を容易に取り外すことができる
。
【００２７】
　尚、金属製の取付枠（図示せず）にモジュラジャックコンセント１を取り付ける場合は
、金属製の取付枠に設けられた保持爪を、器体２の両側にある溝穴６に嵌合させることに
よって、器体２が取付枠に取り付けられる。
【００２８】
　ここにおいて、突起５及び溝穴６の取付寸法は、それぞれ、大角型連用配線器具の取付
枠３０に３個まで取り付け可能な単位寸法の配線器具と略等しい取付寸法に形成されてい
る。また、器体２の外形寸法も大角形連用配線器具の単位寸法（１個モジュール寸法）と
略同じ大きさに形成されている。したがって、複数のモジュラジャックコンセント１を取
付枠３０に並設したり、モジュラジャックコンセント１を他の配線器具と共に取付枠３０
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に並設することができる。なお、突起５及び溝穴６の取付寸法や器体２の外形寸法は上記
の寸法に限定されるものではなく、適宜変更が可能である。
【００２９】
　両側辺３２ａ，３２ｂの上端間、及び、下端間をそれぞれ連結する上側辺３５ａ及び下
側辺３５ｂには、スイッチボックス５０に取付枠３０を結合する固定ネジ３８を通すため
の長孔３６が設けられている。また上側辺３５ａ及び下側辺３５ｂには、取付枠３０の前
面を覆う化粧プレート４０を結合するプレートねじ３９がねじ込まれるネジ孔３７が設け
られている。
【００３０】
　この取付枠３０が取り付けられるスイッチボックス５０は、例えばＪＩＳ規格（ＪＩＳ
　Ｃ　８３４０等参照）で規格化された１個用（１連の取付枠３０が１個取り付けられる
もの）のものであり、施工面に設けられた埋込孔内に埋設されている。このスイッチボッ
クス５０は鋼板製であって前面が開口した略箱状に形成されており、その周面には電線導
入用の孔５１が複数箇所に設けられている。また、一方の側面には上方及び下方にそれぞ
れ延出する固定片５２，５２が設けられており、各固定片５２には固定ねじ５６を挿入す
るための挿通孔５３が設けられている。また、スイッチボックス５０の上側壁及び下側壁
の前縁中央には、それぞれ、固定ネジ３８がねじ込まれるネジ孔５５が設けられたリブ５
４が設けられている。
【００３１】
　而して、モジュラジャックコンセント１が取り付けられた取付枠３０の長孔３６に固定
ネジ３８を挿入し、この固定ネジ３８をネジ孔５５にねじ込むことによって、施工面に埋
設されたスイッチボックス５０に取付枠３０を固定することができる。
【００３２】
　化粧プレート４０には、プレートねじ３９を挿入する挿通孔４２が設けられるとともに
、器体２のボス部３を露出する窓孔４１が形成されている。この化粧プレート４０は、挿
通孔４２に通したプレートねじ３９を取付枠３０のネジ孔３７にねじ込むことによって、
取付枠３０の前面側に固定される。
【００３３】
　尚、本実施形態において、図８に示すように、スイッチボックス５０内（すなわち施工
面に設けた埋込孔内）に収納される器体２の部位（例えば器体２の背面）に、第１接続口
８に接続される第１信号線２０の外被を引っ掛けるフック１５（引掛部）を設けてもよい
。フック１５は略Ｌ形に形成され、器体２の背面と平行する挟持片１５ａの先端には、器
体２の背面に向かって突出する爪１５ｂが形成されている。而して、器体２の背面と、フ
ック１５の挟持片１５ａとの間に第１信号線２０の外被を挿入すると、挟持片１５ａによ
って第１信号線２０の外被が保持される。この時、爪１５ｂが第１信号線２０の外被に当
接することで、第１信号線２０の外被が抜けにくくなっている。尚、図示例ではフック１
５が器体２と一体に形成されているが、フック１５は器体２と別体に形成されて、器体２
に取り付けられるものでもよい。
【００３４】
　ここで、ツイストペア線からなる第１信号線２０では、無理な張力による被覆の劣化・
破損にともなう伝送特性の悪化防止のため、第１信号線２０の曲げ半径を外径Ｒの４倍以
上とすることが要求されている。ここで、第１信号線２０の外径Ｒが５．５ｍｍの場合、
第１信号線２０の外被においてモジュラプラグ２１の後端から約３６～４０ｍｍのところ
よりも遠い位置でフック１５に引っ掛けるようにすれば、第１信号線２０の曲げ半径を約
４Ｒに保つことができる。したがって、第１信号線２０の曲げ半径を許容最小曲げ半径よ
りも大きくでき、第１信号線２０が無理に曲げられる可能性を低減できる。
【００３５】
　以上説明したように、本実施形態のモジュラジャックコンセント１は、埋込形配線器具
用の取付枠３０を用いて、施工面に開口する埋込孔（すなわちスイッチボックス５０の内
部）に後部が収納された状態で、施工面に取り付けられる器体２を備えている。器体２に
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おいて埋込孔内に収納される部位には、施工面の裏側に配線された第１信号線２０に成端
されているモジュラプラグ２１が差込接続される第１接続口８が設けられている。この第
１接続口８は、器体２において左右方向の中央位置から端（本実施形態では後側から見て
右端）にずらして設けられている。
【００３６】
　これにより、取付枠３０に対してモジュラジャックコンセント１が３個並設された場合
でも、下側に配置されたモジュラジャックコンセント１の第１接続口８に接続されたモジ
ュラプラグ２１が取付枠３０を固定するための固定ネジ３８に干渉するのを抑制できる。
また、上側に配置されたモジュラジャックコンセント１の第１接続口８は、器体２の下側
に位置し、この第１接続口８に接続されたモジュラプラグ２１は下斜め後方に突出するか
ら、上側にある固定ネジ３８に干渉することはない。よって、取付枠３０に３箇所ある取
付位置の何れにもモジュラジャックコンセント１を取り付けることができ、１連の取付枠
３０に取付可能なモジュラジャックコンセント１の個数を増やすことができる。したがっ
て、造営面の裏側においてモジュラプラグが成端された信号線を接続可能で、且つ、取付
枠３０に取付可能な個数を増やしたモジュラジャックコンセント１を実現でき、多数のモ
ジュラジャックコンセント１を設置す場合にも必要な取付枠３０の個数を少なくできるか
ら、取付枠３０を設置するスペースを小さくできる。
【００３７】
　また本実施形態では、器体２の前面に、第２信号線２２に成端されたモジュラプラグ２
３が差込接続される第２接続口１０が設けられている。そして、器体２の内部には、第１
接続口８に差込接続されたモジュラプラグ２１と第２接続口１０に差込接続されたモジュ
ラプラグ２３の間を電気的に接続する導電部材（プリント配線板１２及び第１、第２コン
タクトピン９，１１からなる）が設けられている。
【００３８】
　これにより、第１接続口８に接続されたモジュラプラグ２１と、第２接続口１０に接続
されたモジュラプラグ２３の間を電気的に接続することができる。
【００３９】
　また本実施形態では、施工面に取付枠３０を介して器体２が取り付けられた状態で、第
１接続口８は、後斜め下方からモジュラプラグ２１が差込接続される向きに設けられてい
る。
【００４０】
　これにより、第１接続口８に接続されるモジュラプラグ２１は先端が上側を向くので、
結露などによる水滴が第１信号線２０を伝って落ちてきたとしても、第１接続口８の内部
に水滴が浸入する可能性を低減できる。したがって、器体２の内部に浸入する水滴によっ
てプリント配線板１２の導電パターンやコンタクトピン９などに錆が発生したり、ショー
トしたりする可能性を低減できる。
【００４１】
　また本実施形態では、図１（ｃ）に示すように第１接続口８と第２接続口１０とが、前
後方向から見て互いに重ならないように左右方向にずらして配置されている。
【００４２】
　ここで、第１接続口８と第２接続口１０とが、前後方向から見て、その一部或いは全部
が互いに重なっている場合、第１接続口８に接続されるモジュラプラグ２１と、第２接続
口１０に接続されるモジュラプラグ２３とが前後方向において干渉しないように、両接続
口８，１０を互い離して設ける必要があり、その分奥行き寸法Ｄ１が大きくなる。それに
対して、本実施形態では、第１接続口８と第２接続口１０とが、前後方向から見て互いに
重ならないように左右方向にずらして配置されるので、第１接続口８に接続されるモジュ
ラプラグ２１と、第２接続口１０に接続されるモジュラプラグ２３とが前後方向において
重なるように両接続口８，１０を設けることができ、その分、奥行き寸法Ｄ１（図１（ｂ
）参照）を小さくできる。
【００４３】
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　また本実施形態では、第１接続口８へのプラグ接続方向の水平方向に対する傾斜角θが
２５度以上且つ４０度以下に設定されている。
【００４４】
　このように、上記の傾斜角θが２５度以上に設定されているから、傾斜角θが０度以上
且つ２５度未満である場合に比べて、第１接続口８に接続されたモジュラプラグ２１の後
端までの距離Ｄ２（図３（ｂ）参照）を短くできる。したがって、モジュラプラグ２１及
び第１信号線２０を収めるスペースが小さくて済み、浅型のスイッチボックスにも収納す
ることが可能になる。また上記の傾斜角θが４０度より大きくなると、複数のモジュラジ
ャックコンセント１を取付枠３０に並設した場合に、第１接続口８に接続されたモジュラ
プラグ２１が隣接する（下側の）モジュラジャックコンセント１に干渉する可能性がある
。それに対して、本実施形態では傾斜角θが４０度以下に設定されているので、複数のモ
ジュラジャックコンセント１が上下に近接して取り付けられた場合でも、第１接続口８に
接続されたモジュラプラグ２１が、隣接する（下段の）モジュラジャックコンセント１に
干渉することがなく、取付枠３０に対して複数のモジュラジャックコンセント１を並べて
取り付けることができる。
【００４５】
　なお本実施形態では、第１接続口８と第２接続口１０とが、前後方向から見て互いに重
ならないように左右方向にずらして配置されるとともに、第１接続口８へのプラグ接続方
向の水平方向に対する傾斜角θが２５度以上且つ４０度以下に設定されている。
【００４６】
　これにより、取付枠３０に対して複数のモジュラジャックコンセント１を並べて取り付
けることができるとともに、モジュラプラグ２１及び第１信号線２０を収めるスペースが
小さくて済み、浅型のスイッチボックスにも収納することが可能になる。
【００４７】
　また、モジュラジャックコンセント１の器体２において、埋込孔内に収納される部位に
、第１接続口８に接続される第１信号線２０の外被を引っ掛ける引掛部が設けられること
も好ましい。
【００４８】
　これにより、第１信号線２０の外被において、端末に接続されたモジュラプラグ２１か
ら所定の長さのところを引掛部に引っ掛けることで、第１信号線２０の曲げ半径を所定値
以上に管理でき、第１信号線２０の曲げ半径が許容曲げ半径よりも小さくなることで、伝
送特性が悪化するのを抑制できる。
【符号の説明】
【００４９】
　１　モジュラジャックコンセント
　２　器体
　３　ボス部
　７　傾斜面
　８　第１接続口
　９　第１コンタクトピン
　１０　第２接続口
　１１　第２コンタクトピン
　２０　第１信号線
　２２　第２信号線
　２１，２３　モジュラプラグ
　３０　取付枠
　５０　スイッチボックス
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